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令和２年度第１回青森県国民健康保険運営協議会 

 

日  時：令和２年１０月３０日（金）午後２時から午後３時 

場  所：ラ・プラス青い森 ２階「メープル」   

出席委員：坂本会長、竹内委員、蝦名委員、鈴木委員、齋藤委員、長内委員、木村委員、 

     高杉委員、吉池委員、須藤委員、工藤(達)委員、工藤(和)委員、髙橋委員 

 

（司会） 

 皆さん、お揃いとなりましたので、ただ今から令和２年度第１回青森県国民健康保険運営

協議会を開催いたします。 

 私は、司会を務めます高齢福祉保険課国保広域化グループマネージャーの坂本と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 本日の出席者について、一部御連絡があります。 

 お配りの出席者名簿及び席図において、事務局の有賀健康福祉部長が記載されておりま

すが、業務都合により欠席となりましたので御了承いただきたいと思います。 

 はじめに、高齢福祉保険課長の星から御挨拶を申し上げます。 

 

（星課長） 

 本日、部長の有賀が業務都合により欠席となりましたので、私の方から開催に先立ちまし

て皆様に御挨拶申し上げます。 

 本日、御足下が悪い中、また御多用の中、委員の皆様におかれましては御出席いただきま

して厚く御礼申し上げますとともに、平素より健康福祉行政の推進をはじめ、県政全般にわ

たりまして格別の御理解と御協力を賜りまして深く感謝申し上げます。 

 また、現在、県内で新型コロナウイルス感染症の拡大の状況にありますが、今回、年度末

の運営方針改定に向けまして、着実に議論を進める必要があるということで、このように感

染拡大の防止対策を講じた上で皆様にお集まりいただいたところです。 

 さて、平成３０年度の国保制度改革及びその後の状況につきましては、これまでのところ、

概ね順調に推移しているものと認識しております。 

 県としては、引き続き財政運営の安定化を図りつつ、今後は、法定外一般会計繰入等の着

実な解消や保険料水準の統一に向けた議論などを通じまして、国保の都道府県単位化の趣

旨の深化を図ることが重要と考えております。 

 本日の協議会では、青森県国民健康保険運営方針の改定に向けての検証、令和２年度の保

険者努力支援制度の結果等につきまして御説明させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、限られた時間ではございますが、それぞれの見地から忌憚

のない御意見をお聞かせくださるようお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていた
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だきます。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 それでは、本日の会議の成立について御報告いたします。 

 本日は、委員１５名中、１３名の御出席をいただいておりますので、議事が成立しており

ますことを御報告いたします。 

 なお、本日、西濱いく子委員、柾谷京子委員におかれましては、都合により御欠席となっ

ております。 

 ここで、前回の運営協議会開催後に新たに御就任いただいた委員を紹介させていただき

ます。 

 大変恐縮でございますが、お名前をお呼びしましたらその場にお立ちくださるようお願

いいたします。 

 被保険者代表の蝦名和美委員です。 

 保険医代表の齋藤吉春委員です。 

 同じく保険医代表の高杉滝夫委員です。 

 被用者保険代表の工藤和夫委員です。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日出席しております事務局の主な職員を紹介いたします。 

 高齢福祉保険課長の星です。 

 高齢福祉保険課国保広域化推進監の横山です。 

 続きまして、１点事務連絡がございます。 

 本日の協議会の議事録等につきましては、後日、県のホームページにて公開する予定とし

ておりますので、予め御了承お願いいたします。 

 それでは、ここからは、青森県附属機関に関する条例第６条第２項の規定により、坂本会

長に議長として進行をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（坂本会長） 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 議事に入ります前に、本日の議事録署名者を指名させていただきます。 

 本日の議事録署名者は鈴木委員、吉池委員、お二人にお願いいたします。どうぞよろしく

お願いします。 

 それでは、次第に従いまして議事に入ります。 

 まず、青森県国民健康保険運営方針の改定に向けた検証につきまして、事務局から説明を

お願いいたします。 
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（事務局） 

 事務局、横山でございます。 

 これから、資料１－１に基づきまして、説明をいたします。 

 ページは、各右下の方に振っておりますので、そのページを確認しながら進めてまいりた

いと思います。 

 なお、この会議では、運営方針の改定に関する協議を今回と来年２月頃、合計２回ぐらい

を予定しております。 

 今回は、県運営方針に係る取組状況の確認と運営方針改定の方向性について意見交換を

行い、２月の会議においては、運営方針改定案の内容について協議したいと考えております。 

 それでは、１ページをお開きください。 

 運営方針の見直しについての確認でございます。 

 都道府県は、国民健康保険法に基づきまして、都道府県ごとに運営方針を定めなければな

らないとされております。 

 運営方針の目的は、２番目に書いてあるとおりでございます。 

 現在の運営方針の対象期間は、平成３０年度から令和２年度までの３年間としておりま

すので、今年度中に取組状況の検証を行い、令和３年度から令和５年度までの３年間を対象

とする運営方針を新たに作るということで、今回の県運営方針の見直しを行うということ

でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 ２ページは、現在の県の運営方針の内容でございます。 

 ここに記載している左側の構成にあたるのが、章立てに相当いたします。その右隣の概要

に朱書きの部分がございますが、例えば、「赤字解消又は削減の取組」などが、今回見直し

する際のポイントとなるものでございます。ポイントとなる部分を朱書きしているという

ことでございます。詳しい内容は、後ほど説明させていただきます。 

 ３ページをお開きください。 

 「令和２年度に向け都道府県と市町村に期待される役割」ということで、これは国の資料

に基づきまして関係部分を抜粋して掲載させていただいております。 

 はじめに、令和元年１２月の部分でございますけども、国保運営方針の見直しにあたって

は、一番上のマスの中ほどにありますとおり、「財政運営の都道府県単位化」の趣旨の深化

と予防・健康づくり事業の強化を念頭に、３ページの下のマスにありますとおり、１つとし

て法定外繰入等の解消、２つとして保険料水準の統一に向けた議論、３つとして医療費適正

化の更なる推進、に向けた取組みが図られるよう、用意する必要があるということでござい

ます。 

 ４ページを御覧ください。 

 さらに国の方から通知された内容を付け加えさせていただきたいと思います。 

 令和２年５月に発出された文書でございます。 
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 上のマスは、国が定める都道府県国民健康保険運営方針策定要領の改定についてでござ

います。 

 今回、この国の要領が改定されまして、将来的に都道府県単位での保険料水準の統一を目

指すという旨が記載されました。改定前の要領においては、「保険料率は市町村ごとに設定

することを基本としつつ、地域の実情に応じて都道府県ごとに保険料率を一本化すること

も可能」という記載でございましたので、今回は、一歩踏み込んだ内容になったということ

でございます。 

 保険料水準の統一に関しましては、国の文書によりますと、県内のどの市町村に住んでい

ても、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、被保険者の負担の公平性の観点から、同じ保

険料水準にすべきであるという考え方に基づくものでございます。 

 なお、４ページの下のマスにつきましては、納付金及び標準保険料率の算定方法に係るガ

イドラインの改定に関する通知ですが、将来的には、医療費指数を徐々にゼロに近づけてい

くことを目指すということで見直しされたものです。この部分につきましても、改定前は、

医療費指数を市町村ごとの納付金に反映させることが原則ということでございましたので、

これについても、保険料水準の統一に向けた見直しということになります。 

 次に５ページをお開きください。 

 ５ページ以下は、現在の県の運営方針の中身につきまして、現在の方針がどのようになっ

ているのか、その運営してきた結果がどのようになったのか、さらに、これから将来に向け

てどのような課題があるのかというものを簡潔にまとめさせていただきました。 

 まず、５ページでございますけども、ここは第１章関係の内容になります。 

 現在の方針におきましては、県国保特別会計の収支均衡を図り、過大な繰越金を発生させ

ないことと、財政安定化基金の設置・運営など確実に行うため、各市町村の医療費所要額の

把握と保険給付費等交付金の支払いなど、御覧の取組を適切に進めてきたところでござい

ます。 

 また、市町村においては、法定外繰入や繰上充用を行わず、収支均衡を保ち、安定的な運

営に努めるため、保険者努力支援交付金の獲得など、御覧の取組を適切に進めてきたという

認識でございます。 

 結果のところを御覧いただきたいのですけれども、県国保特別会計は、平成３０年度、令

和元年度ともに黒字となっており、また、財政安定化基金の取り崩し等はございません。市

町村国保特別会計は、単年度収支では赤字となっている市町村がありますが、平成３０年度、

それから令和元年度の決算収支では、赤字の市町村はないという結果になっております。 

 以上のとおり、概ね運営方針に沿った運営ができたものと考えております。 

 今後に向けた課題といたしましては、県国保特別会計の剰余金の有効活用、市町村国保特

別会計の単年度収支の黒字化に向けた取組などを進めていくことが必要と考えております。 

 次に７ページを御覧いただきたいと思います。 

 同じく第１章関係でございますが、ここは、法定外繰入等の解消に係る項目でございます。 
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 現在の方針では、市町村において、決算補填等目的の法定外一般繰入金または繰上充用の

新規増加が生じた場合、当該市町村が赤字削減・解消計画を立てて、赤字の解消に努めるも

のとされております。 

 このため、県は、赤字市町村に対する技術的助言を行い、赤字市町村は医療費適正化の取

組など、御覧の取組を進めることとしています。 

 結果といたしまして、決算補填等の法定外繰入を行っているのは、現在、１市町村のみで、

赤字解消に向けた取組を着実に進めているところです。 

 今後に向けた課題といたしましては、赤字市町村の計画的な赤字解消と、新たな赤字市町

村を生じさせないための取組が必要と考えております。 

 次に、少しページを飛びまして、１３ページを御覧ください。 

 第２章の項目に関する内容でございます。 

 先ほど、保険料水準の統一について少し触れましたけども、そこのところについて少し詳

しく申し述べたいと思います。 

 現在の運営方針では、保険料水準の統一については「今後検討する」ということで、具体

的な内容についてはお示ししておりません。 

 現在の状況でごさいますけども、先ほど説明した国の運営方針策定要領の改定によりま

して、将来に向けて保険料水準の統一を目指すということが明記されたところでございま

す。 

 また、大阪府、奈良県、和歌山県、広島県などは、既に現行の運営方針におきまして、保

険料水準の統一を目指すこととしております。その他、群馬県、埼玉県、滋賀県などは、今

回の運営方針の改定案が既にホームページ上に公開されておりますが、その中で、保険料水

準の統一を目指す、という記載が付け加えられているところでございます。 

 このようなことから、本県といたしましても、今後、保険料水準の統一に向けた取組みに

着手する必要があるのではないかと考えられますことから、今回、そのような内容を含めた

運営方針の改定素案を市町村にお示ししました。 

 その中では、総論部分については、特に反対意見はございませんでした。 

 今後に向けた課題といたしましては、県内のどの市町村に居住していても、同じ所得水

準・同じ世帯構成であれば、同じ保険料額、いわゆる保険料水準の統一が実現できるように、

市町村ごとの保険料率の差異を少しずつでも解消していくというようなことが求められま

す。 

 そうしたことから、令和７年度までに市町村の保険料の算定方式を３方式に統一し、医療

費指数反映係数、すなわち年齢構成の差異を調整した医療費水準の反映係数ということで

ございますけども、これをゼロに近づけていくという方針としたいと考えております。 

 なお、保険料水準の統一に関するその他の課題につきましては、市町村間の収納率の差異

などの問題がございますけども、これにつきましては、県と市町村が引き続き協議を行って

いくこととしたいと考えております。 
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 ページを戻って、９ページを御覧ください。 

 国保事業費納付金の項目です。 

 納付金につきましては、市町村が保険料等を財源として、県に納付していただくものでご

ざいます。 

 本県では、各市町村の、先ほど説明いたしました医療費水準や所得水準などの要素を反映

いたしまして、納付金額を市町村に割り当てることとしております。 

 これは、全国的に標準的な算定方法に沿っているところでございます。 

 現在、現行の運営方針どおりの算定方法により運用されているということでございます

けれども、今後に向けた課題といたしましては、先ほど説明した保険料水準の統一に向けた

取組を行う場合には、年齢構成の差異を調整した医療費水準を納付金の算定に反映しない

こと、すなわち、医療費指数反映係数というような言葉を用いておりますけども、この係数

をゼロにする。簡単に申しますと、市町村ごとの医療費の多い少ないにかかわらず納付金を

算定していくという算定ルールが必要ではないかというふうに考えております。 

 また、保険者努力支援交付金の県分につきましては、現在、県が定めた基準に基づいて市

町村に配分を行っておりますけども、これを保険者努力支援交付金の市町村分の評点に基

づいて配分を行うなどの見直しを行うことも考えられます。 

 次に１１ページを御覧ください。 

 市町村標準保険料率の算定方法についてでございます。 

 市町村標準保険料率は、県が定める標準的な算定方式により算定することとしておりま

す。 

 具体的には、３方式を採用するなど、御覧の方法によって算定することとされております。 

 現在、現行の運営方針に沿った形で算定方法が用いられているということでございます

けれども、今後に向けた課題といたしましては、市町村標準保険料率の算定に用いられる保

険料の収納率の区分というものが、現在、旧３市、それ以外の市、町村の３区分としており

ますけれども、実態といたしましては、被保険者数が多いほど収納率が低い傾向があるとい

ったような現状がございまして、そういったことから、改定後は、被保険者数が５万人以上

の市、５万人未満の市、及び町村の３区分にしたいと考えております。これによって、弘前

市と八戸市は、５万人未満の市の区分に該当することとなります。 

 次に１５ページを御覧ください。 

 収納率向上関係でございます。 

 今回の方針につきまして、本県の保険料収納率は、全国平均を下回って推移しております。

このため、本県では、前々年度の全国の被保険者規模別の市町村の平均収納率を目標値とし

て設定しております。 

 また、保険料収納率向上のため、市町村において収納対策の検討と収納対策プランの策定

実施など、御覧の取組を進めることとしております。 

 収納率目標達成市町村数は御覧のとおりであり、まだまだ努力が必要だという認識がご
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ざいます。 

 したがいまして、今後に向けた課題といたしましては、引き続き収納率目標を設定するほ

か、収納対策の強化や保険者努力支援交付金の獲得などにより、納付金の財源の確保を図っ

ていく必要があるというふうに考えております。 

 続きまして、１７ページでございます。 

 保険給付の適正実施についてでございます。 

 現在の方針では、保険給付の適正実施のため、レセプトの審査・点検、第三者求償事務の

実施など、御覧の取組を行う方針としております。 

 結果といたしまして、運営方針どおり円滑に業務が進められているものと認識しており

ます。 

 今後に向けた課題といたしましては、現状、おおむね順調に取組が進められておりますの

で、引き続き現行の取組を維持することを考えていきたいと思います。 

 次に１９ページでございます。 

 医療費適正化関係でございます。 

 医療費適正化については、特定健診、特定保健指導の実施など、御覧の取組を行う方針と

しております。 

 結果といたしまして、平成３０年度の特定健診、特定保健指導は、全国平均を上回ってお

ります。 

 メタボ該当者と予備軍の割合につきましては、残念ながら年々増加しております。 

 糖尿病性腎症による新規透析患者数は減少傾向にあります。 

 データヘルス計画は、全市町村で策定されております。 

 喫煙率は、残念ながら全国平均を上回っております。 

 重複・頻回受診者に対する訪問指導の取組は、まだ２０市町村余りに留まっております。 

 後発医薬品の使用割合は、全国平均を上回ってきました。 

 重複多剤投与指導は、２１市町村に留まっております。 

 以上が概況でございますけども、今後に向けた課題につきましては、全国平均レベルの水

準に至らない項目も多いため、引き続き医療費適正化計画との整合性を図りつつ、効果的な

取組を進めていく必要があります。 

 現行の医療費適正化計画が令和５年度までの計画になっておりますので、次期の医療費

適正化計画の策定に向けて、課題の整理を行う必要があると考えております。 

 次に２１ページでございます。 

 国保事務の効率化に関する項目です。 

 現在の方針は、国保事務の効率化について、保険者事務の共同実施など、御覧の取組を進

めることとしております。 

 結果といたしまして、①の保険者事務の共同実施から④の保健事業の共同実施までの取

組は、国保連への委託などによりまして円滑に実施されております。 
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 ⑤の市町村事務処理標準システムにつきましては、令和２年度末時点で、１３市町村が導

入見込みとなっておりますけども、まだまだ少ないといった状況でございます。 

 今後に向けた課題といたしましては、現行の取組を進めつつ、広域化、効率化に繋がる取

組をさらに進めるよう、関係機関において検討・協議していく必要があると考えております。 

 最後に２３ページになります。 

 運営方針の改定スケジュールでございます。 

 今回、開催した運営協議会につきましては、冒頭に申し上げましたとおり、今回及び来年

２月頃の計２回の開催を予定しております。 

 次回の会議までに市町村等連携会議において、市町村の意見を直接聞くほか、パブリック

コメントにより県民の意見を聞くというスケジュールになっております。 

 簡単ではございますが、私からの説明は以上で終了させていただきます。 

 

（坂本会長） 

 御苦労様でした。 

 ただ今、説明をいただきました案件につきまして、委員の皆様から質問等をお受けしたい

と思います。何かございませんか。 

 よろしいですか。 

 それでは、御質問等がないようでありますので、この件については、了解したものとして

取り計らいます。 

 それでは、続きまして、令和２年度保険者努力支援制度につきまして、事務局から説明を

お願いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは、お手元の資料２につきまして、説明申し上げます。 

 国の保険者努力支援制度というものがございまして、国から都道府県もしくは市町村に、

国保関係の様々な取組の結果に応じて交付金が交付されるという制度がございます。その

制度の中身について、簡単に説明した上で、委員の皆様から、今後、この事業を進めるにあ

たりまして、御意見がありましたら伺っていきたいと思います。 

 まず、１ページ目でございます。 

 保険者努力支援制度の実施について、概況が記載されております。 

 国民健康保険の保険者努力支援制度につきましては、保険者である都道府県及び市町村

の予防・健康づくりや医療費適正化の取組に対する評価結果などに応じて、国から交付金を

交付されるという仕組みでございます。 

 平成２７年６月に閣議決定した経済財政運営等改革の基本方針２０１５を踏まえまして、

医療費適正化等に関する取組を推進するため、インセンティブ強化を図るということが主

な目的でございます。 
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 ２ページを御覧ください。 

 保険者努力支援制度に係る令和２年度の国の予算額につきましては、既存の１千億円に

新規で５００億円を追加いたしまして、予防・健康づくりを強力に推進することとしており

ます。 

 新規分の５００億円は、事業費として交付する分が２００億円。なお、従来の国保ヘルス

アップ事業費の５０億円を加えると、実質２５０億円規模になります。これと、事業費に連

動して配分する分の３００億円となります。 

 事業内容については、以下の方で説明したいと思います。 

 ４ページを御覧ください。 

 保険者努力支援交付金の事業費と事業費連動分についてでございます。 

 事業費分と事業費連動分として新規で予算措置された５００億円のうち、事業費分２０

０億円の対象事業は記載のとおりでございます。緑のところでございます。 

 重点事業といたしまして、人材の確保・育成事業、データ活用を目的として実施する事業

などが新規で対象とされたところでございます。 

 資料のアンダーライン部分が令和２年度から新たに追加された事業でございます。 

 事業費連動分３００億円は、その下になりますけども、国が定める予防・健康づくり関係

分の評価指標や重点事業の取組状況などに基づく採点結果によって配分されます。 

 令和２年度分の交付金につきましては、来年の２月頃に交付される見込みとなっており

ます。 

 続いて６ページを御覧いただきたいと思います。 

 従来からの取組評価分として交付する交付金１千億円部分に係る国の評価指標等の見直

しについて、内容を御説明いたします。 

 昨年度と比較して、人生１００年時代を迎えて、重要となる予防・健康づくりの配点割合

を高めてメリハリを強化するとともに、成果指標が拡大されていることが主な変更点でご

ざいます。また、国保特別会計における法定外繰入の解消を図るための指標の見直しが行わ

れたところでございます。 

 次に７ページを御覧ください。 

 令和２年度の保険者努力支援制度の取組評価分の全体像でございます。 

 市町村分として５００億円、都道府県分として５００億円となっております。 

 市町村分につきましては、特定健診、特定保健指導の実施率などの健康保険の保険者に共

通の指標と、保険料収納率の向上などの国民健康保険の保険者固有の指標から構成されて

おります。 

 都道府県分は、市町村指標の都道府県単位評価、医療費適正化のアウトカム評価及び都道

府県による主体的な取組状況の指標から構成されております。 

 次に８ページを御覧ください。 

 保険者努力支援制度の市町村分の各年度における配点の比較でございます。 
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 ２０１９年度から２０２０年度にかけて配点が増加した項目は、特定健診受診率など７

項目。配点が減少した項目は、後発医薬品の利用促進など３項目。合計点は７５点増えて９

９５点となっております。配点の多い項目は、後発医薬品の利用促進が１３０点、重症化予

防の取組が１２０点、収納率向上が１００点などとなっております。 

 次に９ページを御覧ください。 

 こちらは、同じく都道府県分の配点でございます。 

 ２０１９年度から２０２０年度にかけて配点が増加した項目は、指標１の特定健診受診

率など８項目。配点が減少した項目は、指標１の体制構築加算１項目。合計点は、指標１か

ら３までで５５点増えまして、３１０点となっております。 

 配点の多い項目は、指標２の年齢調整の１人当たり医療費が６０点、指標３の決算補填等

目的の法定外一般会計繰入の解消など３５点となっております。 

 １０ページを御覧ください。 

 こちらは、都道府県分に係る得点状況のグラフでございます。 

 本県は、１７１点で、全国都道府県の中で第２０位。一番右側に全国平均の記載がござい

ますけれども、全国平均が１７０点でございますので、概ね全国平均並みとなっております。

概況としては、富山県、新潟県、山梨県など中部地方の得点が高く、一方で、首都圏の都道

府県の得点が低いといったような傾向がございます。 

 次に１１ページでございます。 

 こちらは、指標ごとの得点率でございます。 

 本県は、指標３の都道府県の取組状況のところで、医療提供体制に係る得点が低下したこ

とが響いて、合計得点率が前年度より低下しております。一方で、指標２の都道府県の医療

費水準等の得点率は前年度より増加し、全国平均を上回るなど、一部においては明るい材料

もございます。 

 次に１２ページでございます。 

 １２ページは、市町村分に関する都道府県別の平均獲得点でございます。 

 令和２年度における点数は、本県は５６６．９０点で２０位。全国平均は５５５．３１点

でございましたので、これも全国平均並みということになります。概況としては、山形県な

ど東北の一部、石川県など中部地方の一部、佐賀県など九州地方の一部の得点が高くなって

おり、首都圏の得点が低いといったような傾向がございます。 

 次に１３ページを御覧ください。 

 これは、取組評価分の青森県内の市町村ごとの獲得点の状況でございます。 

 第１位が十和田市、第２位が野辺地町など、上十三圏域のほか、津軽圏域、八戸圏域で県

平均を上回る市町村が多くなっております。 

 反面、青森圏域は、全ての市町村で県平均を下回っているほか、下北地域及び西北五圏域

は県平均を下回る市町村の数が多いといった傾向がございます。 

 次に１４ページでございます。 
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 これは、市町村分の得点の指標ごとの得点率でございます。青森県分でございます。 

 指標合計の得点率は５７％で、全国平均５５．８％を僅かに上回っております。 

左側半分の共通指標では、６つの指標のうち、①の特定健診・保健指導・メタボに関する

指標など、４つの指標で全国平均を上回りました。 

 右半分の固有指標では、６つの指標のうち、②のデータヘルス指標など、４つの指標で全

国平均を上回っております。 

 固有指標③の医療費通知は、国保連への業務委託により実施している通知内容の変更に

より、１００％を達成しております。 

 次に１５ページを御覧ください。 

 市町村分の分析についてでございます。 

 都道府県分の指標①に、主な市町村指標の都道府県単位評価というものがあります。先ほ

ど、都道府県分と市町村分について御説明申し上げましたけれども、都道府県分の指標の中

に主な市町村指標というものがございまして、県内市町村の市町村分の指標の達成率が都

道府県単位で評価されるため、市町村分の獲得点が高い都道府県の順位が高くなるという

ことです。すなわち、市町村分の評価が都道府県分の評価にも反映される部分があるという

ことでございます。 

 したがって、順位が上がった市町村の結果を分析し、今後の取組に活かしていくことが必

要だということが考えられます。 

 本県では、昨年度と比較して、藤崎町や六戸町あたりの順位が上がっております。 

 藤崎町さんでは昨年度、県内で２２位だったのが、今年度は６位。六戸町さんは昨年度、

県内２３位であったものが今年度は４位と、大きく伸びております。 

 １６ページを御覧ください。 

 今、御説明した藤崎町さんと六戸町さんの得点率の概況を整理したものでございます。 

 両町とも１００％、またそれに近い高得点率の指標が多く、前年度と比較して得点率が大

幅に伸びた指標が多いといった特徴がございます。 

 ということで、今後、得点率の高い市町村の取組を横展開していくということが、県全体

の得点率の向上に繋がると考えております。 

 １７ページを御覧いただきたいと思います。 

 以上を踏まえまして、今後の取組につきましては、優良事例の情報共有や評価対象事業の

効果的な取組などを助言していく。市町村に対する県の特別交付金の評価指標において、イ

ンセンティブを強化していく。市町村における効果的な事業を推進する。収納率などの得点

率の低い指標に関する検証と、それに関する有効な取組を進めるといったようなことが必

要ではないかと考えているところでございます。 

 以上、国から都道府県及び市町村に交付される保険者努力支援交付金の概況につきまし

て、簡単ではございますが、説明を終了させていただきます。 
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（坂本会長） 

 ありがとうございました。 

 ただ今、説明をいただきましたが、この件につきまして委員の皆様から御質問等をお受け

したいと思います。 

 何かございますでしょうか。 

 吉池委員。 

 

（吉池委員） 

 いくつか基本的なことを伺いたいのですが。 

 今、御説明いただいた資料２の１３ページ。令和２年度の県内の各保険者の保険者努力支

援制度における得点ということで、各保険者のデータヘルス計画や個別保健事業の取組の

結果などを拝見すると、おしなべて頑張っておられると感じます。 

 ここで、得点の低い市町村を高くしていきたいと御説明いただきました。 

さて、資料１の御説明の１つのポイントとして、保険料水準の統一がありました。都道府

県内の市町村の助け合いの形ということで、基本的には素晴らしいことだと思うのですが、

この形について、例えば、医療費負担の軽減や収納率の向上に関する取組などは、おそらく

保険料水準を統一しない現在の状態の方が各市町村の努力が保険料率などに反映されやす

いのではないかと思うのですが、保険料水準の統一を行った場合、市町村個々の努力が結果

として表れにくい状況が生じ得るのではないかというのが質問となります。 

 国の制度として、このように得点で示され、それが保険者に交付金として交付されるとい

うのは良いことだと思いますが、実際、その交付金は、主に疾病の予防などに係る保健事業

に活用されているのか。あるいはそれ以外の部分でも使われているのか。すなわち、努力し

た市町村は交付金がもらえて保健事業を多く実施できる。そうすると努力しない市町村と

は格差が生じることにはなりますが、これが、保険料水準の統一によって、市町村同士のも

たれ合いとなるような危惧がないのかというのが質問の趣旨です。 

 

（坂本会長） 

 事務局どうぞ。 

 

（事務局） 

 まず、保険者努力支援交付金というのは、今、委員がおっしゃられたとおり、インセンテ

ィブを高めるということが目的になっておりまして、頑張って良い成果を出した市町村は

交付金が多くもらえる制度になっているというのはそのとおりでございます。 

 実際に、保険者努力支援交付金がどのように使われるのかにつきましては、各市町村の裁

量ということになっておりまして、交付金を活用して保健事業をさらに展開していって、成

果をさらに高めていくというような用途もあり得ます。一方で、国保財政の安定化のために
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財源を確保するとか、様々な用途に使うことが想定されております。 

 つまり、交付金がどこに使われているのかにつきましては、市町村の裁量であるというこ

とが１つ言えます。 

 あと、もう１つ。委員がご懸念されている、保険料水準の統一をすると個々の市町村の努

力が見えづらくなるのではないかということにつきましては、賛否両論の考え方があると

いうのは承知しております。 

一方で、やはり今、国保が県単位化されて、例えば、青森県内で転居した途端に、自分の

所得水準はそれほど変わらないのに保険料が突然高くなったとか、あるいは逆に安くなる

ということについては、そういったことをなくしていこうということが保険料水準の統一

の主眼でございますので、一概にインセンティブ効果と結びつけるのは、なかなか難しいと

ころがあるのかなと思います。 

 ただ、委員がおっしゃられたように、保険料水準の統一をすることによって、努力する気

持ちが薄れてしまうことのないように、市町村や様々な関係団体の協力を得ながら、県民の

健康力が向上することが皆の幸せに繋がるんだという認識を共有できるような形にする必

要があるのではないかと思っております。 

 

（吉池委員） 

 ありがとうございます。 

 今の回答を受けて、１点だけお願いです。 

 現在、市町村では、データヘルス計画などにおいて、医療費適正化など、被保険者あるい

は住民の方の健康のために一生懸命頑張っておられると思います。 

 その中で、ある程度は仕方ないことだとは思いますが、財政を見る国保担当の方と、ヘル

ス担当の方が、組織的にも実態的にも十分連携ができていないところが見受けられます。 

 今の議論をうかがうと、やはり、財政は財政、ヘルスはヘルスという体制ではなく、きち

んと連携をとり、一体的に取り組まなければいけないと思います。そうなっていない実態に

ついて、上手く連携が取れるように、県の方からも働きかけをお願いしたいと思います。 

 色々な市町村のお話を伺って、進め難い部分であることは認識していますが、せっかくデ

ータヘルス計画の中間評価と、後期に向けてのスタートとなるタイミングですので、こうい

う機会を捉えて、そういう方向に進むと良いと思いました。 

 以上です。 

 

（坂本会長） 

 他に委員の皆さん。 

 木村委員。 
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（木村委員） 

 薬剤師会の木村です。 

 資料１－１の１９、２０、２１ページと、今の保険者努力支援制度の関連で意見を述べさ

せていただきたいと思います。 

 医療費適正化で、まず資料１－１の１９ページになりますけども、特定健診からはじまっ

て、メタボリックシンドロームの予備群や該当者の減少のための普及啓発。それから、重症

化予防、データヘルス、禁煙、喫煙の防止等々の取組の記載があって、２０ページに現在の

状況が結果として記載されております。 

 少し角度を変えて、今年度から１３市町村において高齢者の保健事業と介護予防の一体

的事業が始まっています。この高齢者の介護予防側の立場で、青森県介護支援専門員協会が

県から委託を受けて、私が担当副会長として各二次医療圏において研修事業を実施し、ちょ

うど一周終わったところです。その中で見えてきたこととしては、この事業をしっかり実施

するためには、ＫＤＢを適正に運用しなければいけないということが１つ。それと、保健師

が関与しないといけないということがあります。 

 現時点では、市町村において保険者努力支援制度における得点を獲得するための取組の

みを実施しているのではないかというように見えます。 

 例えば、メタボリックシンドロームに関する取組において、私が拝見した１３市町村の高

齢者の保健事業と一体的事業の計画では、今日は歯科医師会の長内先生がおいでになって

いますけど、口腔のこととか、低栄養のこととか。それから、私どもの薬剤師関係でいえば、

服薬が正しく行われているか、重複服薬を防止できているか。現在の事業計画の中ではこれ

らの視点が反映されていないように思います。 

 では、現在の事業計画では何が盛り込まれているのかというと、糖尿病の重症化予防につ

いてです。それからもう１つは、ＫＤＢの操作はすごく簡単で、２回クリックすると、健診

も受診もしていない、つまり、医療レセプトデータ、特定健診のデータがない方々が約４％

いるのですけど、そういったデータが簡単に出てくるということで、重症化予防と健康状態

不明者の抽出。この２つだけが計画において実施されているというのが現状です。 

 ここで申し上げなければいけないのは、まず、健康長寿について定義する場合に、口腔や

栄養のところや、薬のこと、それから運動のところ。それらの部分について、国民健康保険

の被保険者が、若い時からちゃんと普及啓発されて、そのためにお金が使われているのかど

うかだと思います。現状では、おそらく単純に健診だけやっているのではないかと感じます。 

 ですから、一体的事業前の分析を見ると、９７％が健診の実施だけという形なんですね。

普及啓発事業にもっと力を入れてやっていくという形にしないと、結局、病気になる方が多

くなり、今後、医療費が伸びていくという構図になると思います。 

 ですから、国の保険者努力支援制度の項目の趣旨は十分理解できますが、その最初の一歩

となる、糖尿病にさせないためにはどうするかというところの検討が必要なのではないか

なと感じております。 
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 ちなみに、ジェネリックは、医師、歯科医師の先生方の努力もあり、どんどん普及してお

ります。これは被保険者側のリクエストにもよりますけれども、先生方の協力もあり進んで

います。 

本当に基本的なこと、例えば、普段から食べ物に留意し、タバコを吸わない、運動をする。

そういう基本的な部分をもっと啓発していかないと、これらの数字は良くならないのでは

ないかと思います。 

 このままでは、保険料を統一することとした場合に、高めに設定しなければいけないとい

うことになるかもしれませんので、そこを今日の会議のテーマでいえば、運営方針等々の趣

旨に基づき、市町村がより力を入れるべきところを県が助言してあげて、インセンティブ交

付金がもらえるからいいというのではなく、その１つ手前の部分を見ていかないと駄目な

んじゃないかなということを、県内を回っている中で感じましたので、一言申し上げました。 

 あと、一体的事業のところで言うと、１３市町村は、保健師さんも含めて、本当に努力さ

れて一生懸命頑張っておられます。 

一方で、来年度は１５ぐらいの市町村で実施すると聞いていますし、残りの市町村も再来

年という話ですけれども、やはり保健師さんが全く足りない町村があると聞きます。いくら

募集しても、３年も４年も募集しても１人も入らないとか。そうなると一体的事業の開始と

継続は望めなくなります。 

 そうすると、今日議論している国民健康保険の立場からは、７５歳になれば後期高齢者の

医療制度に移行するわけですけど、こちらの方にも注力できず、双方に力が分散してしまっ

ているという現状があります。 

 意見というより、今、そういう現状に各市町村はおかれているということも含めて議論し

なければいけないのかなと思いましたので、発言させていただきました。 

 以上です。 

 

（坂本会長） 

 事務局、何かありますか。質問ではなく、御意見ですが。 

 

（事務局） 

 大変、的を射た御意見でございまして、ありがとうございます。 

 今後の事業の運営にあたり参考にさせていただきたいと思います。 

 今、委員がおっしゃったように、たしかにここに書いてあるのは、インセンティブ交付金

において評点を獲得することを主眼としているというのは事実でございます。その視点も

やはり欠かせないだろうとは思います。 

 ただ、委員がおっしゃったように、それ以外の部分、口腔ケアだとか、低栄養に対する対

策だとか、取り組むべき課題は評価項目以外にも多くあります。あと、まさに委員がおっし

ゃった一体的実施の部分ですね。 
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 そういったところにも今後、力を入れなければならないというのは共通の認識であり、こ

れは保健師さん方にも浸透してきているのではないかと感じております。 

 先般、八戸で、保健師さんや在宅保健師さんが集まる会議に顔を出させていただきました

が、一生懸命やろうという熱意を感じました。組織的な問題だとか予算の問題で、なかなか

思うようにできない部分もあるといったような意見もございましたけれども、現場の保健

師さんは、一生懸命取り組んでいこうという気持ちをお持ちです。 

是非、今の委員の御意見も踏まえまして、これからどういったことができるのということ

を含めて進めてさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

 

（坂本会長） 

 よろしいですか。 

 これで木村委員の意見について終わります。 

 他の委員の皆様で、何かございますか。 

 他にないようでございますので、ただ今の説明に関しては、これで了解したものとして取

り計らいます。 

 それでは、本日の議事はこれで全部終了いたします。 

 最後に事務局からお願いいたします。 

 

（事務局） 

 坂本会長、どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局から御連絡をさせていただきます。 

 先ほど、スケジュールでも御説明いたしましたが、運営協議会の今後の予定につきまして

は、本日、検討いただきました運営方針の内容を整理した後、１２月にパブリックコメント

を実施する予定としております。 

 その後、２月頃に運営協議会を開催する予定としております。 

 この２月の運営協議会で、運営方針の改定原案を諮問することを予定しております。 

 なお、開催日程等については、あらためて御案内させていただくことになりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策に関してですが、皆様、日頃から感染防止に御留意

されていることと思います。 

 県としても、感染拡大の防止に努めております。 

 もし、発熱や咳などの症状が継続的に見られるなど、感染が疑われる症状が出た場合には、

帰国者・接触者相談センターに御連絡されるようお願いいたします。 

 以上、事務局からの連絡となります。 
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（司会） 

 それでは、閉会にあたりまして、高齢福祉保険課の課長、星から一言御挨拶を申し上げま

す。 

 

（星課長） 

 本日は、委員の皆様におかれましては、忌憚のない御意見を頂戴いたしましてありがとう

ございました。 

 今後、県でも国民健康保険制度の制度運用にあたりまして、いただいた御意見を意識しな

がら進めさせていただきたいと思います。 

 先ほど、事務局から申し上げましたとおり、委員の皆様方におかれましては、また来年の

２月に運営協議会を開催させていただきまして、国民健康保険運営方針につきまして、パブ

リックコメント等を経た後の素案につきまして諮問・答申のお願いをさせていただくとい

うことでございます。 

 本日は、足下が大変悪い中、お集まりいただきましてありがとうございました。 

 引き続き、県政に御理解、御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

 

（司会） 

 以上を持ちまして、本日の協議会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日はどうもありがとうございました。 

 


